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○
総
務
省
令
第
四
十
三
号

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
民

間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
九
条
第
二
号
イ
の
規
定
に
基

づ
き
、
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

武
田

良
太

民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
信
書
便
物
の
引
受
け
の
方
法
の
基
準
）

（
信
書
便
物
の
引
受
け
の
方
法
の
基
準
）

第
九
条

法
第
九
条
第
二
号
イ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
信
書
便
物
の
引
受
け
の
方
法
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と

第
九
条

［
同
上
］

す
る
。

一

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
市
町
村
又
は
特
別
区
の
区
分
に
応
じ
、
市
町
村
又
は
特
別
区
の
人
口
（
公

一

［
同
上
］

表
さ
れ
た
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
も
の
と
し
、
許
可
の
申
請
後
に
お
い
て
新
た
に
国
勢
調
査
の
結

果
が
公
表
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
人
口
）
に
当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
数

（
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
に
切
り
上
げ
た
数
）
以
上
の
数
の
信
書
便
差
出
箱
を
各
市
町

村
又
は
各
特
別
区
ご
と
に
設
置
す
る
こ
と
。

［
イ
～
ニ

略
］

［
イ
～
ニ

同
上
］

ホ

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第
十
九
号
）
第
二
条
第
一

ホ

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎

項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
を
そ
の
区
域
と
す
る
市
町
村

〇
・
〇
〇
一
九

地
域
を
そ
の
区
域
と
す
る
市
町
村

〇
・
〇
〇
一
九

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


